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 独立証拠性を 独立拠性を 5 8

断罪し去ることは 断罪し去るととは 5 13

それ自体矛盾と撞着と それ自体矛盾とす撞着と 7 7

意外に事実に 違外に事実に 7 22

答弁）が、自白の 答弁）が自白の 15 11

されない。」、という条項 されない。」という条項 16 2

宣言し、更に 宣言し更に 20 21

鑑みるとき 鑑みろとき 20 22

主張せらるゝ 主張ぜらるゝ 20 24

後、証人として 後証人として 21 14

 夫れ自由心証主義 夫れ自由、心証主義 22 2

 


